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登別市市民生活部市民サービスグループ 

登別市の男女共同参画事業の推進状況 

本書は、登別市男女共同参画基本計画第２次実施計画（平成１8 年度～20 年度）の 

平成１９年度の実施結果をまとめたものです。 
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目標Ⅰ 男女の人権が尊重される社会の実現 

基本的施策１ 意識変革のための普及啓発活動の推進 

（１）広報・啓発活動の充実 

      （２）情報収集・提供の推進 

      （３）実態調査の実施 

（４）市民団体の育成と普及啓発活動拠点の整備 

 

【基本的施策の主要事業】 
 

基本的施策 主要事業 担当グループ

１．意識変革のための普及啓発活動  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）広報・啓発活動の充実 

 

・講演会、学習会の開催 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市民サービス

グループ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・男女共同参画出前セミナー 
１１月１８日(日) 市民会館中ホール 
参加人数：６５名  

 テーマ： ｢あたりまえ｣の変遷、そして｢優しさ」

の行方－ 子育て・介護・地域活動－ 
 講師：入江 明美氏 
 
・男女共同参画講演会 
１２月１３日(木) 市民会館中ホール 
参加人数：６０名  

 テーマ：「輝きを求めて」 
－ 観光業にたずさわる者として－ 

 講師：今井 光氏 
 主催：プラタナス、市：共催 
 
・じぇんだーフォーラム 
２月１７日(日) 市民会館大会議室 
参加人数：４０名  

 講演：（テーマ）「明日はわが身、超高齢社会

でのドメスティック・バイオレンス」 
 講師：神代 たみ氏 
主催：のぼりべつ男女平等参画懇話会、 
市：共催 
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（１）広報・啓発活動の充実 

・情報誌「アンダンテ」の発行 

 

 

 

 

 

 

・男女共同参画情報コーナーの充実 

 

 

 

 

 

・男女共同参画週間中のポスターの提示 

 

 

 

 

 

・小学４年生向け啓発用冊子の発行 

人の尊重や男女の平等について、幼い頃から

の教育が重要なことから、ジェンダーにとらわ

れない生き方について、保護者と一緒に活用し

てもらえる内容の冊子を推進会議の委員と共同

で作製した。 

啓発冊子：「男らしく？女らしく？自分らしく！」 
規  格：Ａ５サイズ・８ページ・２色刷り 
印刷部数：４５０部  １１月下旬配布 
配布対象者：小学４年生約４５０名・４年生担任・

校長。 
 

市民サービス

グループ 

 

 

 

 

 

市民サービス

グループ 

 

 

 

 

 

市民サービス

グループ 

 

 

 

市民サービス

グループ 

 

（２）情報収集・提供の推進 

・図書館の図書の充実と整備＜再掲＞ 
 
 
 

 

 

 

・広報のぼりべつ「小特集」による情報提供 

 

 

 

 

 

 

・ホームページによる情報提供 

 

 

図書館 

 

 

 

 

 

 

市民サービス

グループ 

 

 

 

 

市民サービス

グループ 

 

男女共同参画週間（６月下旬）にあわせて、

鷲別支所・登別支所、本庁舎・図書館の市内４

箇所に国からのポスターを提示し、気運の醸成

を図った。 

鷲別・登別・登別温泉の３支所、市民会館、本

庁舎市民ホールの計５箇所にパンフレット棚を設

置し、男女共同参画関連の啓発パンフレットや冊

子、行政資料などを配置し情報提供を行った。 

開催事業、会議内容を随時掲載 

男女共同参画社会づくりに向け、登別市男女

共同参画社会づくり推進会議の委員と協働によ

り、情報誌「アンダンテ」の企画・編集会議を

開催し啓発内容を協議し、仕上げて啓発した。 
情報誌「アンダンテ」４号を３月発行。 

男女共同参画社会づくりに向け、登別市男女

共同参画社会づくり推進会議の委員と協働によ

り、広報企画・編集会議を開催し啓発内容を協

議し、仕上げて啓発した。（広報のぼりべつ１１月号） 

女性問題に関する図書１０２冊購入。 
内訳 家庭女性問題関係 ６９冊 
   女性労働問題関係 ３３冊 

所蔵されていない図書については、他館との相互

貸借により、利用者の要望に対応するよう努めた。 
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（３）実態調査の実施 

・企業や各種団体の女性の参画状況調査  

・町内会（９５単位町内会） 

 女性会長   ２名 

 女性副会長 ２１名 

・ＰＴＡ会長 

 （小学校８校 中学校５校中女性会長０名） 

・市内事業所女性役職員（係長以上の女性の割合） 

 １４．０％ 

【平成１９年度労働基本調査実施（隔年）】 
 

 

（４）市民団体の育成と普及啓

発活動拠点の整備 

 

・市民団体の事業支援 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市民サービス

グループ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市民サービス

グループ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

登別市男女共同参画社会づくり推進会議の構

成団体（のぼりべつ男女平等参画懇話会及びプ

ラタナス）が主催し、男女共同参画をテーマに

実施する事業に対し、支援（講師謝礼金）した。 
 
○プラタナス主催（市共催）＜再掲＞ 
・男女共同参画講演会 
１２月１３日(木) 市民会館中ホール 
参加人数：６０名  

 テーマ：「輝きを求めて」 
－ 観光業にたずさわる者として－ 

 講師：今井 光氏 
 市：共催 
 
○のぼりべつ男女平等参画懇話会主催（市共

催）＜再掲＞ 

・じぇんだーフォーラム 
２月１７日(日) 市民会館大会議室 
参加人数：４０名  

 講演：（テーマ）「明日はわが身、超高齢社会

でのドメスティック・バイオレンス」 
 講師：神代 たみ氏 
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基本的施策２ 男女共同参画に向けた教育・学習活動の推進 

（１）家庭における男女平等の推進 

（２）学校における男女平等の推進 

（３）保育所や幼稚園等における男女平等の推進 

（４）生涯学習や社会教育における男女平等の推進 

 

【基本的施策の主要事業】 

基本的施策 主要事業 
担当 

グループ 

２．男女共同参画に向けた教育・学習活動の推進  

 

 

 

 

 

（１）家庭における男女平等の

推進 

 

 

 

 

・家庭教育学級への情報提供 

 

 

 

 

 

社会教育 

グループ 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）学校における男女平等の

推進 

 

・人権教育等の理解を深める図書の購入の推進 

 

 

 

 

 

・小学校の家庭科授業の男女共修 

 

 

 

 

 

 

 

・中学校の技術科、家庭科授業の男女共修 

 

 

学校教育 

グループ 

 

 

 

 

学校教育 

グループ 

 

 

 

 

 

 

学校教育 

グループ 

 

 

 

 

 

 

市内の小学校（８校）、私立幼稚園（４園）に

通う児童の保護者により開設されている。学習

内容は、各家庭教育学級が企画・運営し、1年間

を通しての学習・交流に取り組む。年３回から

６回それぞれ開催した。 
・全体学習会（教育講演会） 
・作品展（各学級が学習で取り組んだ成果とし

て作品の展示発表） 

家庭生活における基本的な知識や調理や被服

などの基礎的な技能の習得を図るとともに、5年

生「家族の生活をみつめてみよう」6年生「これ

からの家庭生活と社会」という単元の中で、家

庭生活を見直し、家族の一員としての協力意識

を育てるために実践した。 

広い分野から図書の選定･購入を行い、児童生

徒の情操教育を推進するとともに、人権や男女

共同参画等にかかわる理解を深めるための図書

の提供に努めた。 

生活の自立と共生のための基礎的な考え方や

知識･技術を実践的、体験的に指導し、その学習

の中で、家庭でも社会でも、男女が対等にかか

わって豊かな暮らしをつくる男女共同参画の意

識を育てるために実践した。 
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（２）学校における男女平等の

推進 

 

・教職員への男女共同参画に関する情報提供や人権 

教育研修への参加促進 

 

 

 

 

 

 
 
 
・性教育の充実促進・性教育の教材や指導内容の 
充実 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

学校教育 

グループ 

 

 

 

 

 

 

 

学校教育 

グループ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）保育所や幼稚園等におけ

る男女平等の推進 

・登別市私立幼稚園協会への情報提供 

私立幼稚園協会及びＰＴＡ連合会との懇談会 
を開催し意見交換・情報提供を行っている。 

・市立保育所への情報提供 

   保育所長会議を毎月開催し意見交換を行うと 
ともに、関係する資料及び情報の提供に努めて 
いる。 

・保育士や教諭、保護者への研修機会のＰＲ 

保育所・幼稚園それぞれが専門及び合同研修 
会を実施しており、それらへの積極的な参加を 
促している。 

子育て 

グループ 

 

子育て 

グループ 

 

 

子育て 

グループ 

 

 

 

 

 

 

 

（４）生涯学習や社会教育にお

ける男女平等の推進 

・家庭教育学級への情報提供＜再掲＞ 

・婦人研修の家維持管理事業 
 
 
 
 
 
 
・社会教育事業 
 
 

社会教育 

グループ 

 

 

 

 

 

 

社会教育 

グループ 

 

○道教委等主催の道徳教育研修会や人権教育指

導者養成研修及び性教育研修会をとおして人権

教育についての理解を深めるよう研修会への参

加促進を進めた。 
○人権擁護委員の協力を得て、人権教室を開催

した学校があった。 

○児童生徒の発達段階に合わせて、道徳や保健、

理科等の授業をとおして、健康で安全な生活を

送るための望ましい生活習慣の育成を図り、ま

た、命の大切さや男女の心や体についての理解

を深める指導を実践した。 
○性教育指導資料を配布 
○助産士等の協力を得て、命の大切さを学ぶ教

室を開催した学校があった。 

○  防火対象物定期点検・消火器保守点検 
○ カルルス婦人研修の家 

・石油ストーブ修理 
○ 常盤・栄・美園婦人研修の家 
   ・床・基礎・外壁の補修整備 

年越しは手打ちそばで教室 
１２月１日、２日（郷土資料館） 

参加者数：３７名 
（男性１５名、女性２０名、子ども２名） 
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（４）生涯学習や社会教育にお

ける男女平等の推進 

・ときめき大学・婦人短期大学への意識啓発と講座開

設のための情報提供 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
・３市合同女性国内派遣研修 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
・図書館の女性資料や図書の充実 
 

・ 市民マイプラン講座による支援 
 
 
 
 
・市民マイプラン講座による支援 

社会教育 

グループ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

社会教育 

グループ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図書館 

 

 

 

 

 

 

社会教育 

グループ 

〔ときめき大学〕 
市内に居住する６０歳以上の方が対象。 
生涯学習の観点にたち、生きがいのある人生観

の確立と、高齢者の持つ豊富な経験をもとに、

多彩な能力を社会に生かし、時代の流れに応じ

た新しい教養を身につけてもらう。 
１年生３０名、２年生３３名、３年生４０名、

４年生５２名、聴講生２０１名 
〔婦人短期大学〕 
市内に居住する２０歳以上の女性が対象。 
生涯学習の観点にたち、時代に適応できる豊か

な人間性を養い女性の教養を深め、地域社会の

振興に寄与するため開催。 
１年生２６名、2年生１８名、聴講生１１０名。 

各地域で活動している女性を先進地に派遣

し、各地における女性の社会参加や地域活

動・学習活動について研修を行い、女性リー

ダーとして資質向上と地域づくりのための団

体活動の活性化を図る。 
「室蘭市・登別市・伊達市３市合同女性国

内派遣研修」  
○事前研修：８月２日 室蘭市  
○本研修 ：８月３０日～９月２日  

埼玉県嵐山町 国立女性教育会館 
○事後研修：１０月６日 室蘭市 
三市合同女性国内派遣研修報告会 

講演「いのちの輝き」 
～人間の誕生・命のバトンについて～ 

講師 日本助産士会北海道支部長 東 紀子氏 
派遣人員：３名 

婦人問題関係図書１０２冊購入。 
 内訳 家庭女性問題関係 ６９冊 
    女性労働問題関係 ３３冊 
 当館に所蔵していない図書については、他館と

の相互貸借により利用者の要望に対応するよう

努めた。 

市内の団体やサークル活動している方々

が、自ら企画する講座や学習会などに、市が

講師に係る謝礼金を支援し、市民の学習意欲

を促す。講座内容：調理実習、絵手紙、陶芸、

絵本の読み聞かせなど。 
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基本的施策３ 女性への暴力やあらゆる権利侵害の防止 

（１）女性への暴力や権利侵害への社会的認識の推進 

（２）セクシャル・ハラスメント防止対策の推進 

 

【基本的施策の主要事業】 

基本的施策 主要事業 
担当 

グループ 

３．女性への暴力やあらゆる権利侵害の防止  

（１）女性への暴力や権利侵害 

への社会的認識の推進 

・ＤＶに関する研修会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・情報紙の発行＜再掲＞ 

・民間シェルター運営補助 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ＤＶ被害者に対する相談並びに関係機関との連絡調整業務 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

人事・行政管

理グループ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市民サービス

グループ 

 

 

 

 

 

 

 

市民サービス

グループ 

 

子育て 

グループ 

 

（２）セクシャル・ハラスメン

ト防止対策の推進 

・情報紙の発行＜再掲＞ 
・労働基本調査による実態調査＜再掲＞ 

市民サービス

グループ 

商工労政 

グループ 

家庭内暴力による被害（女性・子ども）を一時的

に保護したり、相談などを受け、再出発のための

様々な支援等を行う民間シェルター（NPO 法人 

ウィメンズネット・マサカーネ）に対し、シェル

ター維持費のうち、家賃管理費及び水道光熱費の

一部１５０,０００円を補助している。 
【平成１２年度から実施】 

市民相談室 
・平成１９年度相談件数 ２７件 
・胆振管内配偶者暴力相談支援連絡調整会議への出席 
・NPO法人 ウィメンズネット・マサカーネ 
の相談件数等 
総相談件数 ３，６１０件（平成１９年度） 
うち暴力、離婚に関する相談  ２．２１９件 

 シェルター利用者３７名、うち登別市民１４名 

家庭内での配偶者からの暴力（Ｄ・Ｖ＝ドメス

ティック・バイオレンス）に関する現状や相談に

対応するため研修した。 
開催日：２月２７日（水） 
場 所：市役所第3委員会室 
テーマ：「ＤＶ被害者の対応について」 
対象：市職員 
参加人数：１７名 
講師：ウィメンズネット・マサカーネ  

野原ひろみ 氏 
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目標Ⅱ 男女があらゆる分野に参画することができる社会の実現  
 

基本的施策１ 政策・方針決定の場への参画の促進  

（１）各種審議会等への女性の登用の促進 

（２）政策・方針決定の場への女性の参画の拡大 

 

【基本的施策の主要事業】 

基本的施策 主要事業 
担当 

グループ 

１．政策・方針決定の場への参画の促進  

（１）各種審議会等への女性の

登用の促進 

・情報紙やパンフレットの活用 
国や北海道、市が発行する情報誌やパンフレット

類を情報コーナー・登別市男女共同参画社会づくり

推進会議委員及び１５の構成団体に送付。 

・審議会等委員の女性の登用実態調査 

年度 登用率 内訳 
20年4月 ３０．７％ 47組織 

846人中女性260人 

19年4月 ３１．３％ 47組織 
852人中女性267人 

18年4月 ３２．３％ 46組織 
946人中女性306人 

17年4月 ３０．８％ 43組織 
930人中女性286人 

16年4月 ２９．０％ 46組織 
1,047人中女性304人 

15年4月 ２９．０％ 49組織 
970人中女性281人 

14年4月 ２８．０％ 49組織 
974人中女性273人 

13年4月 ２７．２％ 47組織中 
938人中女性255人 

12年4月 ２７．9％ 47組織中 
942人中女性263人 

11年4月 ２７．3％ 48組織中 
951人中女性260人 

 

・審議会等委員の公募の推進 

サイボウズにより、審議会委員等の公募及び積極的な

女性の登用について毎年依頼している。 

９組織において、７６名の公募を行っている。 

 

市民サービス

グループ 

 

 

 

人事・行政管理

グループ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

人事・行政管理

グループ 

 

（２）政策・方針決定の場への

女性の参画の拡大 

・３市合同女性国内派遣研修＜再掲＞ 

 

・審議会等委員の公募の推進＜再掲＞ 
 

社会教育 

グループ 

人事・行政管理

グループ 
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基本的施策２ 地域活動における男女共同参画の促進  

（１）地域社会における男女平等の意識づくりの促進 

（２）地域活動に参画できるための環境整備の促進 

 

【基本的施策の主要事業】 

基本的施策 主要事業 
担当 

グループ 

２．地域活動における男女共同参画の促進  

（１）地域社会における男女平

等の意識づくりの促進 

・情報紙やパンフレットの活用＜再掲＞ 市民サービス

グループ 

 
（２）地域活動に参画できるた

めの環境整備の促進 

・商工会議所との連携による企業等への情報提供 

 

 

 

 

・仕事と育児両立支援事業 
（ファミリーサポートセンター） 

 
 
 
 
 
 
 
 
・市民マイプラン講座による支援＜再掲＞ 
 

 

 

商工労政 

グループ 

 

 

 

子育て 

グループ 

 

 

 

 

 

 

 

 

社会教育 

グループ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

依頼会員      ３８２人 
提供会員      １２４人 
両方会員       ９３人 
活動状況    ２，６７４件 
（預かり延べ人数） 
活動総時間   ４，９４３時間 

随時、商工会議所に情報提供するとともに、

商工会議所内にパンフレット等の設置を依頼

し、情報の提供を行った。 
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基本的施策３ 家庭における男女共同参画の促進  

（１）家庭生活への男性の参画促進 

 

【基本的施策の主要事業】 

基本的施策 主要事業 
担当 

グループ 

３．家庭における男女共同参画の促進  

 

（１） 家庭生活への男性の参

画促進 

 

 

・情報誌「アンダンテ」や広報誌による啓発＜再掲＞ 

 

・家庭教育学級への情報提供＜再掲＞ 

 

・介護家族健康教室＜再掲＞ 

介護家庭健康教育 利用者なし 

 

市民サービス

グループ 

社会教育 

グループ 

健康推進 

グループ 
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基本的施策４ 国際交流の推進 

（１）先進的な国との交流促進 

（２）市内や近郊に居住する外国人との交流の促進 

 

【基本的施策の主要事業】 

基本的施策 主要事業 
担当 

グループ 

４．国際交流の推進  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

（１）先進的な国との交流促進 

・中学生海外派遣事業 
 
 
 
 
 
 
 
 
・国際交流推進事業 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

企画 

グループ 

 

 

 

 

 

 

 

企画 

グループ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）市内や近郊に居住する外

国人との交流の促進 

・国際交流推進事業＜再掲＞ 
 

企画 

グループ 
 

８月１９日（日）～８月２５日(土) 
派遣先：デンマーク 
人数：中学２年生５名・引率者２名 
内容：ファボーミッドフュン市でのホームステ

ィを体験し交流を深めるとともに、学

校・市役所訪問や観光施設・都市視察な

どを行い相互理解を深めた。 

・登別・サイパン中学生交流事業に伴う訪日団

受入れ 

  受入団体：登別・サイパン中学生交流事業

訪日団 

  研 修 生：中学生１１名、引率者２名 

  訪問期間：２月１日(金)～２月７日(木) 

  交流内容：ホームスティ、教育交流（登中）、

Ｈファミリー子弟との交流(郷

土資料館・フォレスト鉱山)  

・外国人青年の受入れ事業支援 

  受入団体：登別デンマーク協会 

  研 修 生：モートン・エルベック(20歳男性) 

  研修期間：９月９日(日)～１０月６日(土) 

  支援内容：研修場所の提供・通訳業務・ 

       国際理解講座開催に係る広報掲載 

・国際理解講座の開催 

  実 施 日：９月２０日(木)、１０月３日（水） 

実施場所：市民会館（調理室） 

  参 加 者：一般市民延べ２８名 

  講  師：デンマーク人研修生 

       モートン・エルベック 

 講 座 名：デンマーク料理教室
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目標Ⅲ 雇用等の分野における男女平等の実現 

基本的施策１ 女性が安心して働き続けることができる社会の実現 

（１）男女平等の観点に立った職場環境の整備の促進 

（２）パートタイム労働者の権利確保のための環境整備の促進 

（３）農林水産業や商工業など自営業における男女共同参画の促進 

 

【基本的施策の主要事業】 

基本的施策 主要事業 
担当 

グループ 

１．女性が安心して働き続けることができる社会の実現  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）男女平等の観点に立った

職場環境の整備の促進 

・企業等への情報提供(労働関係法の周知、啓発) 

 
 

 

 

 
 
・労働基本調査の活用 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
・労働相談事業の実施 
 

 

 

 

 

 

・ハローワークとの連携による求人情報の提供 

商工労政 

グループ 

 

 

 

 

 

商工労政 

グループ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

商工労政 

グループ 

 

 

 

 

 

商工労政 

グループ  各支所や市民会館、登別市地域職業相談室「ジョ

ブガイドのぼりべつ」に求人一覧表を設置したほ

か、ハローワーク室蘭が「ジョブガイドのぼりべつ」

に設置した自己検索用パソコンによる求人情報の

提供を行った。 

国や関係機関が発行したパンフレット等を、

市民ロビー等に設置するとともに、広報誌の掲

載などを行った。また、商工会議所に随時パン

フレット等の設置を依頼し情報提供を行った。 

労働者の生活向上や、職場環境の改善、労働問題

解決のため、連合北海道登別地区連合会に助成金を

交付し、専門的な立場から労働相談を実施。相談件

数：延２９件（男２件・女２７件） 
主な相談内容：雇用保険・最低賃金・解雇・職場で

の嫌がらせ・賃金未払い等 

市内事業所３２５社を対象に従業員の雇用実態

を把握するため、賃金、労働諸条件を調査実施。 
３７％に当たる１２５社から回答を得た。 
調査の結果、男女雇用機会均等法を知っている事

業所は１１１社（９６．５％）で女性役職者の占め

る割合は１４．０％であった。 
また、調査対象事業所に登別市男女共同参画基本

計画「のぼりべつはぁもにぃプラン２１」のダイジ

ェスト版を送付した。 
【平成１９年度労働基本調査実施（隔年）】 
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（２）パートタイム労働者の権 
利確保のための環境整備 

・啓発用パンフレット配布＜再掲＞ 

 

・労働振興助成事業による啓発及び労働相談＜再掲＞ 

 

・登別市地域職業相談室「ジョブガイドのぼりべつ」

の設置 

 
 
 
 
 

商工労政 

グループ 

商工労政 

グループ 

商工労政 

グループ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）農林水産業や商工業など

自営業における男女共

同参画の促進 

・農業経営者へ家族経営協定の情報提供 

 

 

 

 

 
 
・酪農ヘルパー事業補助金 
 
 
 

農業委員会 

 

 

 

 

 

農林水産 

グループ 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

北海道農業会議等、関係機関が発行する家族

経営協定に関するパンフレット等を活用し、総

会時等に農業委員に情報提供した。更に各地区

の農業経営者等に配布し周知を図った。 

ハローワーク室蘭職員２名と市職員１名を配

置し、求職者の職業相談や職業紹介等のサービス

のほか求人情報を自己検索用パソコンで提供し

就職支援を行った 

 

酪農ヘルパー利用組合運営に対し補助 

加入戸数 ９戸 

利用戸数  ９戸 利用回数１２４回 
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基本的施策２ 女性の職業能力の開発向上・再就業の促進 

（１） 就業に関する能力開発のための環境整備の促進 

（２）女性の再就業に関する情報の提供 

（３）起業家を目指す女性への支援 

 

 

【基本的施策の主要事業】 

基本的施策 主要事業 
担当 

グループ 

２．女性の職業能力の開発向上・再就業の促進  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）就業に関する能力開発の

ための環境整備の促進 

・就業における図書の充実＜再掲＞ 

女性労働問題関係 ３３冊 

・啓発用パンフレット配布＜再掲＞ 

・職業訓練校実施事業の紹介 

 

 

 

 

 

 

・母子家庭等自立支援事業 

・高等職業訓練促進給付金 

母子家庭の母が訓練給受講中の生活安定を図

るため、資格取得後就労が見込まれる2年以上の

養成機関で修業する場合に一定の期間の高等職

業訓練促進給付金を支給。 

 受講者０名（相談件数２件） 

 

・自立支援教育訓練給付金 

母子家庭の母が自主的に行う職業能力開発を

促進するため職業相談を通じて、指定講座を受講

し職業能力開発を行うものに対して教育訓練終

了後、自立支援教育給付金を支給 

 受講者１名（相談件数８件） 

 

・常用雇用転換奨励給付金 

短期雇用として採用した母子家庭の母を、常用

雇用労働者（一般雇用被保険者）に転換した場合

に一定期間継続雇用後に、事業主に対して奨励給

付金を支給。 

 支給を受けた事業主の件数  ０件  

図書館 

 

 

商工労政 

グループ 

商工労政 

グループ 

 

 

 

 

 

 

子育て 

グループ 

 

 

 

・職業訓練校として木造建築・板金・建築塗装・

建築設計科、経理事務科、OAシステム科の職業

訓練を実施し、職業訓練生の募集等は広報紙に

掲載を行った。 
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（２）女性の再就業に関する情

報の提供 

・啓発用パンフレット配布＜再掲＞ 

 

・婦人センター運営事業（再就職準備講座） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

・ハローワークとの連携により求人情報提供＜再掲＞ 

 
 
 
 

 

 

 

商工労政グル

ープ 

商工労政グル

ープ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

商工労政 

グループ 

 

 

 

 

  

 

 

（３）起業家を目指す女性への

支援 

・産学官ネットワークの活用 
 
 
 
 
 
・啓発用パンフレット配布＜再掲＞ 
・職業訓練校実施事業の紹介＜再掲＞ 

商工労政 

グループ 

 

 

 

 

商工労政 

グループ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

各支所や市民会館、登別市地域職業相談室「ジ

ョブガイドのぼりべつ」に求人一覧表を設置し

たほか、ハローワーク室蘭が「ジョブガイドの

ぼりべつ」に設置した自己検索用パソコンによ

る求人情報の提供を行った。 

再就職準備講座 
２月２１日(木)～２２日(金)登別市婦人センター 
講師：㈱ニッテツビジネスプロモート北海道 
   教育グループ 主任 徳本 直子 
講座内容：「企業が求める人材とは」「ビジネス

マナーの基本」「履歴書の書き方」「面

接の心構え」 
参加人数：延べ１６名 
出産や育児、介護等の理由で退職した方の再

就職や、就労意欲のある女性を対象に、就職に

備えた心構えや基礎知識を身につけることを目

的に開催した。 

起業化支援事業補助金について、市のホーム

ページ「広報のぼりべつ」（市の仕事）に掲載し、

周知した。 
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目標Ⅳ 健康的な生活を生涯にわたって送られる社会の実現 

基本的施策１ 全ての人が健康で安心して暮らせる環境の整備 

（１）女性の健康づくりのための意識の啓発の促進 

（２）リプロダクティブ・ヘルス／ライツの考え方の普及促進 

（３）全ての人が安心して暮らせる介護体制の整備 

（４）総合的な環境保全対策の推進 

【基本的施策の主要事業】 

基本的施策 主要事業 
担当 

グループ 

１． 全ての人が健康で安心して暮らせる環境の整備  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）女性の健康づくりのため

の意識の啓発の促進 

・乳幼児医療費助成事業 
 
 
 
 
 
・ひとり親家庭等医療費助成事業 
 
 
 
 
 

 

 

・女性のための健康診査 
 
 
 
 
 
 
 
・すこやかマタニティ教室＜再掲＞ 

 

 

 

 

 

 

 

国保･年金 

グループ 

 

 

 

 

国保･年金 

グループ 

 

 

 

 

 

 

健康推進 
グループ 
 

 

 

 

 

 

健康推進 
グループ 

子育て家庭を支援するため医療費の一部を助

成。保健の向上に寄与するとともに福祉の増進

に努めた。受給者数２,４７５人（０歳～２歳：

１,０４７人、３歳～就学前：１，４２８人） 

ひとり親家庭等の母又は父及び児童に対し、

医療費の一部を助成。（２０歳未満の児童）保健

の向上に寄与するとともに福祉の増進に努め

た。 
受給者数１,６８８人（母及び父：６６３人、 
児童１,０２５人） 

検診の機会が少ない女性の健康づくり 
 対象～Ａ：１８歳以上３９歳以下の女性 
    Ｂ：３０歳以上６９歳以下の女性 
 事業内容 
Ａ：骨粗しょう症検査＋基本基本健康診査８１人 
Ｂ：骨粗しょう症検査 ５３人 

 妊婦とその夫を対象に沐浴等の体験・妊婦体

操・妊婦の交流等を行う。 
年３回×３日間  
妊婦５７名(延べ１１３名) 夫５２名 
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（１）女性の健康づくりのため

の意識の啓発の促進 

・老人保健事業(健康手帳･健康教育･健康相談)、がん検

診(子宮がん･乳がん) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

健康推進 
グループ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・健康手帳の発行 
４０歳以上  ７１９冊 

  ７５歳以上  ４１８冊 
 
・健康教室 

４０歳以上の市民対象に、健康に関する 
知識普及・啓発を図った。 

   集団健康教育 ５０回（１，１４５人） 
   介護家族健康教育 なし 
 
・健康相談 

４０歳以上の市民を対象に、心身の健康 
に関する相談を行った。 

   総合健康相談２５回（２１６人） 
   重点健康相談４７回（ ７１人） 
   介護家族健康相談 なし 
 
・がん検診 

４０歳以上の市民を対象に疾病の早期発 
見・早期治療をめざした。（但し、子宮 
がん検診は２０歳以上） 

    
   子宮がん検診   ９８６人 
   乳がん検診    ６０２人 
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（２）リプロダクティブ・ヘル

ス／ライツの考え方の

普及促進 

・母と子の健康づくり事業（幼児歯科保健対策・乳児

健康診査・１歳６ヶ月児健康診査・母子栄養管理・妊

婦健康診査・３歳児健康診査・母子訪問指導・すこや

かマタニティ教室） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
・女性のための健康診査＜再掲＞ 
・検診の機会が少ない女性の健康づくり 

 

健康推進 

グループ 

・幼児歯科保健対策（幼児期からのむし歯予防） 
  フッ素洗口（保育所５ヶ所）～週５日法・

２２４人 
  フッ素塗布（１歳６ヶ月児～４歳未満）～ 
   年１８回・延べ６８８人 
  むし歯予防教室（親子）～年２回３３組 

６７人 
・乳児健康診査 
 生後４ヶ月の乳児３７３人、年１２回 
内科検診・計測・栄養相談・育児相談 

・１歳６ヶ月児健康診査 
  ３４８人受診、年１２回 
  内科検診・歯科検診・計測・栄養相談・育

児相談 
・母子栄養管理 
  生後８ヶ月の乳児を持つ親が対象３４６人 

年１２回、離乳食指導・計測・育児相談、

遊びの紹介 
・妊婦健康診査 
  妊婦一般健康診査３５９人 
  ＨＢｓ抗原検査３５９人 

超音波検査（３５歳以上）４４人 
ＨＢｓ抗原検査陽性者指導 １人 

・３歳児健康診査 
  ３５３人受診、年１２回 
  内科検診、歯科検診、計測、尿検査、視聴

覚検査、栄養相談、育児相談 
・母子訪問指導：個別に家庭訪問し、保健指導

を行う。  
乳児（新生児、低体重児）延べ２６９人 
幼児          延べ ５４人 
妊産婦         延べ２５６人 
その他             ５人 

・すこやかマタニティ教室 
 妊婦とその夫を対象に沐浴等の体験・妊婦体

操・妊婦の交流等を行う。 
年３回×３日間  
妊婦５７名(延べ１１３名) 夫５２名 
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（３）全ての人が安心して暮ら

せる介護体制の整備 

・福祉サービスや介護体制の整備充実 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・介護相談窓口の充実 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
・介護及び介護予防に係る地域支援事業の推進 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

高齢・介護 

グループ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

高齢・介護 

グループ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

高齢・介護 

グループ 

○市内の事業所に対し介護保険制度の改正等に

係る情報等を提供し質の確保を図った。 
○のぼりべつケアマネ連絡会に定期的に参加し、

介護の現場の情報交換等に努めた。 
○介護サービス訪問相談事業を行い介護保険サ

ービス利用者の制度上の問題の掘り起こしを行

った。 
○包括支援センター主任介護専門員による各ケ

アマネへの指導助言(困難事例へ対応・ケアプ

ラン作成等)を行い、介護サービス体制の充実

に努めた。 
○緊急通報システム設置事業を行い、高齢者の日

常生活の不安解消及び人命の安全を確保した。 
 

○市役所介護保険担当窓口のほか、高齢者の生活

を総合的に支えていくための拠点である市内

３箇所の地域包括支援センターのＰＲチラシ

を民生委員や町内会等に配布し、相談窓口であ

る事の周知を図るとともにその充実に努めた。 

・社会福祉士、保健師、主任介護支援専門員を配

置し、介護予防に関する高齢者の総合的な支援

を行った。 

・地域包括支援センターの業務の一つである、総

合相談・支援業務では、高齢者の健康や生活に

関すること、家族の方の介護に関することなど

様々な相談に応じた。 

○要支援・要介護になるおそれのある高齢者を対

象に次の介護予防事業（かろやか体操教室な

ど）を実施した。 
・かろやか教室(通所型介護予防教室) 
・かろやか体操指導者養成教室 
・健康教室・健康相談 ・訪問指導 
○「かろやか手帳」や「かろやかポスター」の作

成及び広報誌(９月号)により、かろやか体操の市

民周知を図った。 
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（４）総合的な環境保全対策の

推進 

・環境講演会の開催 
 
 
 
 
 
 
 
・登別市環境保全市民会議での啓発活動 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
・二酸化炭素削減に関する啓発 
 
 
 
 
 
 
 
 
・マイバック講習会 
 
 
 
 
・資源回収団体奨励金支給事業 
 
 
 
 
 
 
・公害対策防止施策の推進 
 
 
 
 
 

環境対策 

グループ 

 

 

 

 

 

 

環境対策 

グループ 

 

 

 

 

 

 

 

 

環境対策 

グループ 

 

 

 

 

 

 

 

 

環境対策 

グループ 

 

 

 

環境対策 

グループ 

 

 

 

 

 

環境対策 

グループ 

 

 

 

 

１１月８日(木) 市民会館  

演題：恐竜研究の最前線～恐竜の絶滅がもつ私た

ちへのメッセージ～ 

講師：北海道大学総合博物館准教授 小林快次氏 

参加者：１２０名 

構成：事業者団体８名、民間団体１６名、一般公

募６名、計３０名で構成する。（男性委員２６名、

女性委員４名） 

活動：全体会議は概ね年４回の開催を基本とし

て、委員の出身母体における環境保全活動事例の

発表や環境保全に関するポイント学習を行うこ

ととしている。平成１９年度は全体会議６回、部

会４回を開催した。 

町内会婦人部や子ども会等で日常生活の中か

ら排出される紙類・びん類等を再生資源として回

収し、併せてごみの減量や地域の環境保全に努め

た。 

市では、市の事務事業に伴う二酸化炭素排出量

の削減に関する第２期実行計画を策定し二酸化

炭素削減に取り組んでおり、毎年度排出した数値

は市のホームページや公共施設で公表している。 

①広報のぼりべつ環境に関する小特集 

②「のぼりべつ環境カレンダー」の作成 

③小学生による環境標語集 

２月２５日(月)若草つどいセンターで古傘の布

を再利用した買物袋を作成の講習会を開催した。 

参加人数 １０名

①国道36号線自動車交通騒音調査 ２ヵ所１回 
②河川水質測定調査 登別川（年４回） 

鷲別川他９河川（年２回）

サト岡志別川（年４回） 
③有害大気汚染物質調査（年２回） 
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基本的施策２ 子育て支援体制の充実 

（１）保育サービスの環境整備の促進 

（２）仕事と子育ての両立を促進するための環境の整備 

（３）子育てに関する相談支援体制の整備 

【基本的施策の主要事業】 

基本的施策 主要事業  

２．子育て支援体制の充実 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）保育サービスの環境整備

の促進 

 

・休日保育事業 

 

 

 

 

 

 

・登別保育所建替事業 

 

 

 

 

 

・普通保育所運営管理経費 
 
 
 
 
 
・障害児保育経費 
 
 

 

 

 

・障がい児者の就労の促進 

 

 

 

 

 

 

子育て 

グループ 

 

 

 

 

 

子育て 

グループ 

 

 

 

 

子育て 

グループ 

 

 

 

 

子育て 

グループ 

 

 

 

 

障害福祉 

グループ 

 

 

 

 

 

富士保育所１１４名 鷲別保育所１１６名 

栄町保育所１１２名 幌別東保育所９４名 

登別保育所 ７０名 計 ５０６名 

・登別温泉保育所、富浦保育所と登別保育所を統

廃合し、登別本町2丁目に登別保育所として新設。 

保育所を民間委託し、幼保一元化モデル事業とし

て平成１７年７月より実施。 

・共働き世帯の増加や就労形態の多様化に伴い、

日曜・祝祭日等に保育が必要となる児童に休日保

育を実施。 設置開設場所 ： 富士保育所  

延べ利用児童人数    ： １４１人 

延べ利用日数           ： ４３７日 

・入所児童 １０名 

富士保育所 ４名 鷲別保育所  ２名 

栄町保育所 １名 幌別東保育所 ３名 

・障がい児タイムケア事業 
保護者等が日中いないことや、養護学校等の放課

後及び夏休み等の長期休暇中の障がい児を預か

り、保護者等の就労支援等を行う事業。 
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（１）保育サービスの環境整備

の促進 

・保育所広域入所経費 
 
 
 
 
 
・保育所特別保育事業実施経費（交流事業・あそびの

広場・延長保育・乳児保育） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
・延長保育 
 
 
 
 
 
 
 

子育て 

グループ 

 

 

 

 

 

子育て 

グループ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

子育て 

グループ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
（２）仕事と子育ての両立を促

進するための環境の整備 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・仕事と育児両立支援事業（ファミリーサポートセンター）

＜再掲＞ 
 
・児童館・児童センター運営事業 
 
 
 
 
 
 
 
・こどもショートステイ事業 
 
 
 
 
 

子育て 

グループ 

 

子育て 

グループ 

 

 

 

 

 

 

子育て 

グループ 

 

 

 

 

○交流事業 

▽老人施設訪問等世代間交流 

  富士・鷲別・栄町・登別保育所 

▽異年齢交流 

幌別東・登別保育所 

▽事業内容 

運動会への招待、ゲーム大会、老人福祉施 

設訪問、伝承遊び、クリスマス会、縁日遊び 

○あそびの広場 

子育て支援センターで０歳～３歳児（各グル

ープ１０組程度）を対象に様々な行事や遊びを

通し、親子のふれあい交流を実施。 
  ・開催回数 ７クール（１クール５～７回） 

保護者が市町村の境界に住んでいる場合や通勤

途中に保育所がある場合において、居住地以外の保

育所についても選択できるように配慮し、保護者の

負担軽減を図った。 
・利用件数４名（室蘭市へ３名、白老町へ１名） 

・利用児童数（実人数）２３８人 

   富士保育所６３人、鷲別保育所５０人、 

   栄町保育所４４人、幌別東保育所４７人 

   登別保育所３４人 

・乳児保育（生後６ケ月以上の乳児） 

  利用乳児数３２人 

富士保育所６人、鷲別保育所７人、 

栄町保育所８人、幌別東保育所８人、 

登別保育所３人） 

児童の生活文化の振興と健全育成を図る。 
登別児童館・富浦児童館・幌別児童館・常盤

児童館・富士児童館・富浜児童館・鷲別児童館・

若草つどいセンター（児童室）・美園児童センタ

ー・登別温泉公民館内（児童室） 

保護者が疾病などにより、児童の養育が一時

的に困難になった家庭の児童を、児童養護施設

で養育する。 
実利用児童数４人・延べ利用日数７１日 
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（２）仕事と子育ての両立を促

進するための環境の整備 

・放課後児童クラブ運営事業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

子育て 

グループ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）子育てに関する相談支援

体制の整備 

・子育て支援センター運営費 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
・家庭児童相談室、母子自立支援員経費 
 
 
 
 
 
・公園整備事業 
 
 

子育て 

グループ 

 

 

 

 

 

 

 

 

子育て 

グループ 

 

 

 

 

土木公園 

グループ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業実施状況 
・育児相談          １５４件 
・あそびの広場（８コース）  １４６組 
・センターの開放    １０，７５１人 
･ 育児サークルの支援     ９１１人 
・子育て講座（８回）     １４５組 
・あそびの紹介        ９３８人 
・保育所への開放（親子）   ４５５人 

・母子家庭や寡婦からの相談等及び自立に必要

な指導の実施 
 家庭・母子自立支援相談員 １名配置 
 相談件数 ３９０件 

亀田記念公園整備事業（園路工事・藤棚工事） 

昼間保護者不在の家庭における小学校低学年

児童等に適切な遊びや生活の場を与え、児童の健

全育成を図る。 
 ・富岸放課後児童クラブ  ４５名 
 ・常盤放課後児童クラブ  ２７名 
 ・若草放課後児童クラブ  ４２名 
 ・青葉放課後児童クラブ  １０名 
 ・幌別西放課後児童クラブ １９名 
 ＜定員各３０名＞ 
  授業のある日～放課後から１８時まで 
  授業のない日～９時から１８時まで 
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計画の推進体制 

 

【取り組み内容】 

取り組み内容 取り組み事項 担当課 

１． 市における推進体制の整備 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・男女共同参画推進本部 

 

 

 

 

 

・男女共同参画推進庁内連絡会議開催 

 

 

 

 

 

 

 

・男女共同参画推進部会開催 

 

 

 

 

 

・職員研修の実施 

 

 

 

・各種研修会や講演会への参加 

 

 

市民サービス

グループ 

 

 

 

 

市民サービス

グループ 

 

 

 

 

 

 

市民サービス

グループ 

 

 

 

 

人事･行政管

理グループ 

 

 

市民サービス

グループ 

副市長を本部長とし、全部長で構成。 
＜平成１９年度開催状況＞ 
関連事業の実施結果の報告（平成１８年度分）、

及び実施概要(平成１９年度分)等の説明。 

登別市男女共同参画推進本部の部会として、

各部庶務担当主幹・関連施策担当主幹で構成。 
＜平成１９年度開催状況＞ 
関連事業の実施結果の報告（平成１８年度分）、

及び実施概要(平成１９年度分)等の説明。 

各部からの推薦職員により構成。 
＜平成１９年度開催状況＞ 
関連事業の実施結果の報告（平成１８年度分）、

及び実施概要(平成１９年度分)等の説明。 

市職員を対象に DV 被害者の保護や、二次的被

害の発生防止のための研修会を実施した。 

１０月２日 胆振管内配偶者暴力相談支援連絡

調整会議（胆振支庁合同庁舎別館講堂） 
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２．市民による推進体制の整備 

・登別市男女共同参画社会づくり推進会議の開催 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・のぼりべつ男女平等参画懇話会・プラタナス等 

との連携 

   随時   

 

市民サービス

グループ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市民サービス

グループ 

 

 

 

○基本計画を推進するため平成１４年１０月１５

日要綱設置。 
第１回目の委嘱状交付：平成１４年１２月１９日 
第２回目の委嘱状交付：平成１７年１月１３日 
第３回目の委嘱状交付：平成１８年１２月１９日 
第４回目の委嘱状交付：平成１９年４月１２日 

委員数２０名（団体推薦１５名、公募５名） 
任期２年間 
委員長：三澤由比子（公募）、副委員長：藤枝

瑠衣子（団体推薦）、千葉早苗（団体推薦）  

 
＜平成１９年度の実施状況＞ 
４月 委嘱状の交付式、これまでの登別市男女共 

同参画社会づくりの取り組みについて 

５月 新任委員学習会 

６月 ①平成１８年度男女共同参画実施事業の 

   報告及び平成１９年度男女共同参画事業 

   計画等について（啓発事業等） 

    ②推進会議との共催事業等について 

（講演会・広報のぼりべつ） 

 ７月 市と推進会議との共催事業等について 

（講演会・広報のぼりべつ） 

 ８月 市と推進会議との共催事業等について 

（講演会・広報のぼりべつ） 

 ９月 ①広報のぼりべつ「１１月号小特集」 

②企画・編集会議(２回) 

１０月 講演会及び広報のぼりべつ小特集について 
１１月 登別市男女共同参画出前セミナーについて 

２月 情報誌「アンダンテ」企画・編集会議（３回） 


